
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の概要 

 

 

１．趣旨 

 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）は、石綿によ

る健康被害を受けた者のうち、労災補償の対象とならない者の迅速な救済を目的とし、

同法に基づき、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給され

るとともに、労災保険の遺族補償給付を受ける権利を時効（５年）によって失った者

に対して特別遺族給付金が支給されてきたところである。 

 一方、特別遺族給付金等の請求期限等が迫るなか、石綿による健康被害を受けた

者に対し、労災保険制度と併せて、引き続き、隙間のない救済を図るため、特別遺族

給付金及び特別遺族弔慰金等の請求期限の延長並びに特別遺族給付金の支給対象の

拡大などを内容とする同法改正法案が成立し、平成２３年８月３０日に公布・施行さ

れた（平成２３年法律第１０４号）。 

 

 

２．改正の内容 

（１）支給対象の拡大 

石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより平

成２８年３月２６日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険の遺族補償給

付を受ける権利が時効（５年）によって消滅した者に対して支給する。 

（改正前：平成１８年３月２６日までに死亡した労働者等の遺族 ） 

 

 

 

※ 平成１８年３月２７日から同年８月２９日までに死亡した者に係る特別遺族年

金については、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した日

の属する月の翌月分から支給。  

 

（２）請求期限の延長 

特別遺族給付金の請求期限を１０年延長し、平成３４年３月２７日までとする。 

（改正前：平成２４年３月２７日まで） 

 

※１ 特別遺族弔慰金等（環境省所管）の請求期限も同様に１０年延長。 

※２ 改正法施行後５年以内の見直し規定あり。 
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